
月号

１　職員数に関する状況

　　部門別職員数の状況と主な増減理由 （単位：人）

区分
部門

職員数 対前年
増減数

主な増減理由
年度 年度

一
般
行
政

議　　会 ▲ ５ １市３町による合併

総　　務 ▲ １市３町による合併

税　　務 ２ １市３町による合併

民　　生 １市３町による合併

衛　　生 ▲ １市３町による合併

労　　働 ０ 　

農林水産 ▲ ６ １市３町による合併

商　　工 ４ １市３町による合併

土　　木 ２ １市３町による合併

小　　計 ▲ ６ 　

行
政

特
別

教　　育 ▲ ８ １市３町による合併

小　　計 ▲ ８ １市３町による合併

普通会計 ▲ 　

企
業
等

公　

営

水　　道 ▲ ２ １市３町による合併

下 水 道 ▲ １ １市３町による合併

そ の 他 ▲ １市３町による合併

小　　計 ▲ 　

合　　計 , , ▲ 　

※平成 年度は１市３町を合算した数値です。

２　職員の給与に関する状況

　⑴人件費の状況（普通会計決算）

区分
住民基本台帳人口
（H 年度末）

歳出額
（A）

実質収支
人件費
（B）

人件費率
（B/A）

前年度
人件費率

年度
人

　 ,   
千円

　 , ,
 千円

　 , ,
千円

　 , ,
％

 .
　　　　％
－

※人件費（Ｂ）には、職員給料・手当のほか、事業費支弁職員人件費、議員、各種委員、特別職の給与、報酬が含まれます。

⑵職員給与費の状況（普通会計予算）

区分
職員数
（A）

給　　　　　　与　　　　　　費 １人当たり給与費
（B/A）給　　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

年度  , ,  千円 ,  千円 , ,  千円 , ,  千円 ,  千円

※１　職員手当には退職手当を含みません。　　※２　給与費は当初予算計上額です。

（  ）

人
事
行
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概
況
）

　

栃
木
市
人
事
行
政
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運
営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
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基
づ
き
、
平
成

年
度
の
栃
木
市
の
人
事
行
政
運
営
等
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つ
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て
、
概
要
を
次
の
と
お
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公
表
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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　⑶職員の平均給料月額および平均年齢

（平成 年４月１日現在）

平均給料月額 平均年齢

一般行政職 ,  円 .  歳

技能労務職 ,  円 .  歳

※一般行政職とは、戸籍、年金等の受付や福祉、

経理等の業務に従事する事務職員と土木建築等

の設計監理業務などに従事する技術職員です。

※技能労務職とは、自動車運転手、清掃作業員、

道路補修作業員や給食調理員などです。

⑷職員の初任給の状況

（平成 年４月１日現在）

区　　　分 給料月額

一般行政職
大学卒 ,  円

高校卒 ,  円

技能労務職 高校卒 ,  円

※一般行政職には行政職給料表が、技能労務職に

は技能労務職給料表が適用され、異なった給与

体系になっています。

月号（  ）

⑸職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （平成 年４月１日現在）

区　　分 経験年数 年 経験年数 年 経験年数 年

一　般
行政職

大学卒 ,  円 ,  円 ,  円

高校卒 ― ,  円 ,  円

※経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。

⑹一般行政職の級別職員数の状況 （平成 年４月１日現在）

区　　　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計

標準的な職務内容 主事 主事 主任 主査 副主幹 課長補佐 課長 部長 　

職　員　数

構　成　比 . % . % . % . % . % . % . % . % . %

　⑺職員手当の状況 （平成 年４月１日現在）

種類 支給額等

扶
養
手
当

◇支給対象者

１　配偶者

２　満 歳に達する日以後の最初の３月

日までの間にある子、孫および弟妹

３　満 歳以上の父母および祖父母

４　重度心身障がい者

◇支給額（月額）

配　偶　者 ,  円

配偶者以外 １人につき ,  円

職員に配偶者がない
場合は、そのうち１
人目について

,  円

満 歳の年度初めから満
歳の年度末までの子

人につき
,  円加算

住
宅
手
当

◇支給対象者

住宅を借り受け、月額 , 円を超える

家賃を支払っている職員

◇支給額（月額）

借　　家 ,  円以内

通
勤
手
当

◇支給対象者

１　交通機関等を利用する職員

２　自動車等を利用する職員

◇支給額（月額）

交通機関等利用 , 円以内

自動車等使用
（通勤距離に応じ）

, 円～　

, 円まで

時
間
外
勤
務
手
当

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給

・勤務日における時間外勤務１時間につき

当該職員の時間単価× ／

・週休日における時間外勤務１時間につき

当該職員の時間単価× ／

・午後 時から翌日の午前５時までの間で

ある場合は、その割合に ／ 分を加

算した割合

種類 支給額等

期
末
手
当
・
勤
勉
手
当

　 期末手当 勤勉手当 計

６月期 .  月分 .  月分 .  月分

月期 .  月分 .  月分 .  月分

計 .  月分 .  月分 .  月分

勤勉手当の支給月数（管理監督職を除く）

は、成績標準者に係るものです。

（職制上の段階、職務の級等による加算措

置有）

退
職
手
当

勤続年数
支給率

自己都合 勧奨・定年

勤続 年 .  月分 .  月分

勤続 年 .  月分 .  月分

勤続 年 .  月分 .  月分

最高限度額 .  月分 .  月分

定年前早期退職特例措置として、２～ ％

の加算があります。

　⑻特別職の報酬等　

区　分 報酬等月額

市　長  万円

副市長  万円

議　長 .  万円

副議長 .  万円

議　員 .  万円

３　公平委員会の業務の状況

　下記の⑴～⑶すべて該当なし

⑴勤務条件に関する措置の要求の状況

⑵不利益処分に関する不服申立ての状況

⑶職員からの苦情の処理の状況


